
【
要
旨
】　
「
食
の
安
全
確
保
」

に
つ
い
て
は
、
以
下
の
対
策

を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
ま

す
。

記

１　

偽
装
表
示
を
一
掃
す
る

た
め
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
を
改
正
し
、

直
罰
規
定
を
設
け
る
な
ど
罰

則
を
強
化
す
る
規
定
を
設
け

る
こ
と

２　

農
作
業
の
工
程
管
理
や

農
業
か
ら
食
卓
に
至
る
衛
生

管
理
普
及
・
促
進
で
食
品
の

安
全
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
ー
シ
ス

テ
ム
の
確
立
で
食
品
の
流
通

を
一
層
明
確
に
す
る
こ
と

３　

輸
入
食
品
の
安
全
に
関

す
る
情
報
提
供
を
迅
速
か
つ

適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
監

視
、
検
査
体
制
の
強
化
・
拡

充
を
図
る
こ
と

４　

政
策
全
般
に
わ
た
り
消

費
者
の
観
点
か
ら
監
視
し
、

強
力
な
権
限
を
有
す
る
消
費

者
庁
を
設
置
す
る
た
め
の
関

連
諸
法
を
制
定
す
る
こ
と

５　

不
正
な
取
引
を
行
う
業

者
に
対
し
、
迅
速
な
立
ち
入

り
調
査
に
基
づ
く
販
売
禁
止

や
、
製
品
の
回
収
命
令
、
罰

則
強
化
な
ど
を
図
る
た
め
、

消
費
者
安
全
法
を
制
定
す
る

こ
と

【
提
出
者
】　

川
野　

高
實

【
送
付
先
】

　
　

内
閣
総
理
大
臣麻

生　

太
郎

　
　

農
林
水
産
大
臣石

破　
　

茂
　　

地
方
分
権
改
革
推
進
委
員

会
は
、
平
成
20
年
５
月
28
日
、

国
道
と
一
級
河
川
を
自
治
体

に
移
譲
す
る
方
針
と
範
囲
を

勧
告
し
ま
し
た
。
遠
賀
川
と

国
道
２
０
０
号
線
も
そ
の
対

象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
高
齢
化
が
進
ん
で

社
会
保
障
費
が
増
大
し
、
財

政
状
況
の
悪
化
が
予
測
さ
れ

る
中
で
、
福
岡
県
が
現
在
の

レ
ベ
ル
で
維
持
す
る
た
め
に

公
共
投
資
を
す
る
こ
と
は
極

め
て
困
難
で
す
。

　

遠
賀
川
流
域
の
安
全
・
安

心
を
守
る
た
め
に
は
、
引
き

続
き
国
の
責
任
で
河
川
、
道

路
の
維
持
管
理
を
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
、
国
に
意
見
書

を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
県

に
対
し
て
国
に
要
望
す
る
よ

う
意
見
書
を
提
出
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
請
願
し
ま
す
。

【
請
願
者
】

　

全
建
設
省
労
働
組
合

　

直
方
支
部

　
　

支
部
長　

荒
川　
　

彰

【
紹
介
議
員
】　 

松
本　

典
子

宇
田
川　

亮

【
送
付
先
】

内
閣
総
理
大
臣 

麻
生　

太
郎

国
土
交
通
大
臣 

金
子　

一
義

規
制
改
革
行
政

改
革
担
当
大
臣 

甘
利　
　

明

福
岡
県
知
事　

 

麻
生　
　

渡
　
「
保
険
業
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
健

全
に
運
営
し
て
い
る
自
主
共

済
制
度
も
保
険
会
社
に
準
じ

た
規
制
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

自
主
共
済
制
度
と
利
益
を

追
求
す
る
保
険
会
社
を
同
列

に
置
き
、
一
律
か
つ
強
制
的

な
規
制
と
負
担
の
押
し
付
け

は
、
多
く
の
共
済
を
廃
止
に

追
い
込
む
こ
と
に
な
り
、
ま

た
、
契
約
者
保
護
、
消
費
者

保
護
を
目
的
と
し
た
法
改
正

の
主
旨
に
反
す
る
も
の
で
す
。

　

構
成
員
の
助
け
合
い
を
目

的
と
し
て
、
自
主
的
か
つ
健

全
に
運
営
し
て
い
る
自
主
共

済
が
存
続
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
、
関
係
機
関
に
意
見

書
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
陳
情
し
ま
す
。

記

１　

自
主
的
な
共
済
を
保
険

業
法
の
適
用
除
外
に
す
る
こ
と

２　

保
険
業
法
附
則
第
２
条

「
経
過
措
置
」
期
間
を
４
月
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
１
年
間
延
長

す
る
こ
と

【
送
付
先
】

内
閣
総
理
大
臣 

麻
生　

太
郎

衆
議
院
議
長　

 

河
野　

洋
平

参
議
院
議
長　

 

江
田　

五
月

ほ
か

【
陳
情
者
】

共
済
の
今
日
と
未
来
を

考
え
る
福
岡
県
懇
話
会

代
表
者　

荒
木　

辰
彦

意
見
書

議
員
発
議
に
よ
る
意
見
書

１
件
を
全
員
賛
成
で
可
決

し
、
関
係
機
関
あ
て
送
付

し
ま
し
た
。

「
食
の
安
全
確
保
」
へ
の
取
り

組
み
強
化
を
求
め
る
意
見
書

請
願
・
陳
情

請
願
１
件
、陳
情
１
件
を
全
員
賛
成
で
採
択
し
、

関
係
機
関
あ
て
送
付
し
ま
し
た
。

遠
賀
川
流
域
の
安
全
・
安

心
を
求
め
る
意
見
書
提
出

を
求
め
る
請
願

保
険
業
法
の
制
度
と
運
用

を
見
直
し
、
自
主
共
済
を

保
険
業
法
の
適
用
除
外
に

す
る
こ
と
を
求
め
る
意
見

書
提
出
に
関
す
る
陳
情
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